
公 告 

 

市有財産の売却について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項及び小郡市契約規則（平成２１年小郡市規則第７号。以下「規則」と

いう。）第４条第１項の規定に基づき公告する。 

 

令和７年１０月３１日 

 

 小郡市長 加地 良光   

 

１ 一般競争入札（公有財産売却システムによる入札案件）に付する市有財産の概要 

売却区分

番号 
財産名称 

初年度登

録 
総排気量 走行距離 予定価格 入札保証金 

１ 日野 

消防ポンプ自動車 

H17.12 4.00L 15,223 ㎞ 400,000 円 40,000 円 

２ 三菱 

消防ポンプ自動車 

H18.8 4.89L 11,554 ㎞ 400,000 円 40,000 円 

 

備考：１ ｢予定価格｣とは、あらかじめ市が定めた最低売却価格（消費税相当額を含む。）であり、 

この金額以上の入札額を有効とする。 

２ 走行距離は、下見会（第５項参照）までの間に増加する場合がある。 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 小郡市が定める小郡市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下｢市ガイドライン｣という。）

及び紀尾井町戦略研究所株式会社が定める KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン

の内容を承諾し、遵守できる者であること。 

(3) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有し

ている者であること。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。法人にあってはその役員

が暴力団員でないこと。 

(5) 日本語を完全に理解できる者であること。 

(6) 日本国内に住所及び連絡先がある者であること。 

(7) １８歳以上の者であること。 

 

３ 入札参加申込みの方法 

(1) 仮申込み（インターネットによる申込み） 



入札参加希望者は、令和７年１０月３１日（金曜日）午後１時から令和７年１１月１７日（月曜日）

午後２時までに、あらかじめ紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公有財産売却

システム（以下「売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続きを行うとともに、クレジ

ットカードにより小郡市が定めた入札保証金を納付すること。 

(2) 本申込み（必要書類の提出） 

入札参加希望者は、上記(1)の仮申込みの手続きを完了した後、令和７年１１月２１日（金曜日） 

までに所定の申込書等により小郡市防災安全課に一般競争入札への参加を申し込むこと。 

   ① 申込書等を郵送する場合 

ア 送付先   〒８３８－０１９８ 福岡県小郡市小郡２５５番地１ 

                      小郡市役所 経営政策部 防災安全課 消防・安全係 

イ 受 付   簡易書留で令和７年１１月２１日（金曜日）※必着のこと 

 

   ② 申込書等を持参する場合 

ア 受付場所  小郡市役所 経営政策部 防災安全課 消防・安全係 

イ 受付時間  上記期間の市役所開庁日の午前８時３０分から午後５時まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

なお、参加申込時に必要な書類等は以下のとおりとする。 

・ 公有財産売却一般競争入札参加申込書 

・ 誓約書 

・ 個人の場合は、身分証のコピー（公的機関が発行した「運転免許証」「パスポート」等） 

・ 法人の場合は、登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの、コピー可） 

・ 法人の場合は、役員等一覧（登記事項証明書に登載されている役員の方（代表者・監査役を含む。）

全員について記載） 

※法人の代表者が従業員に入札手続を委任する場合など、申込者が入札の手続きを行わない場合

は、委任状が必要です。 

(3) 受付期間内に申込書等のすべての必要書類を提出しない者及び入札参加資格がないと認められ

た者は、この公告による入札に参加することはできない。 

(4) その他 

   ① 申込書等は、小郡市経営政策部防災安全課のホームページからダウンロードすること。 

   ② 申込書等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

   ③ 提出された申込書等は、返却しないものとする。 

 

４ 契約条項を示す場所 

場 所 福岡県小郡市小郡２５５番地１ 

小郡市役所 経営政策部 防災安全課 電話：０９４２－７３－９１０９ 

 

５ 下見会 

   下見会希望者は、下記の下見会の日時のうち希望の時間帯を、下見会の前日（前日が土曜日、日曜日



及び国民の祝日の場合は、その前の市役所開庁日）までに下記連絡先へ電話により予約すること。 

 

＜売却区分番号１～２＞ 

(1) 場 所 小郡市役所 甘木鉄道高架下 公用車駐車場 

       （大原台団地公園横 公用車駐車場より北側の道路を介した高架下） 

(2) 日 時 令和７年１１月 ７日（金曜日） 午前９時３０分～正午 

午後１時～午後４時まで 

連絡先  小郡市 経営政策部 防災安全課 電話：０９４２－７３－９１０９（直通） 

受付時間 市役所開庁日の午前８時３０分から午後５時まで 

 

※ 車体等の傷等及び搭載品の確認については、下見会の時に行うこと。なお、下見会で入札物件を

確認しなくても入札には参加できるが、入札物件に関するすべての事項を了承されているものと

みなす。 

 

６ 質問受付期間及び質問方法 

(1) 質問受付期間 令和７年１０月３１日（金曜日）午後１時から令和７年１１月１１日（火曜日）

正午まで。（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

(2) 質問受付時間 (1)質問受付期間内の午前８時３０分から午後５時まで 

(3) 質問方法   ＦＡＸ又は電子メールにて受け付ける。15.(3)記載の連絡先へ送信後、到着確認

の電話連絡を行うこと。 

(4 )質問回答   ＦＡＸ又は電子メールで行う。ただし、必要な場合は市ホームページに掲載を行

う。 

 

７ 一般競争入札等の場所及び期間 

(1) 場 所  KSI 官公庁オークション売却システム上 

(2) 入札期間 令和７年１２月２日（火曜日）午後１時から令和７年１２月９日（火曜日）午後１時

まで 

(3) 開 札  令和７年１２月９日（火曜日）午後１時 

 

８ 入札の方法 

(1) KSI 官公庁オークション売却システム上で入札価格（消費税及び地方消費税を含む。）を登録する。

なお、この登録は、一度しか行うことはできない。 

(2) 郵送又は持参による入札書の提出は、認めない。 

 

９ 入札保証金 

(1) 入札に参加しようとする者は、小郡市が定めた入札保証金をクレジットカードにより納付しなけ

ればならない。 

(2) 落札者の納付した入札保証金は、契約締結時に契約保証金の全部に充当する。 



(3) 入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。 

(4) 入札保証金には、利息を付さない。 

(5) 落札者が、小郡市が定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、その落札を無効とし、

入札保証金は小郡市に帰属する。 

 

10 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

(3) 市ガイドラインに違反する入札 

(4) 規則で定める無効な入札に該当する入札 

 

11 落札者の決定方法 

(1) 入札期間終了後、小郡市は開札を行い、入札物件ごとに売却システム上の入札において、入札価

格が予定価格以上でかつ最高価格で入札した者を落札者として決定する。 

(2) 開札を行った結果、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決

定する。なお、落札者の決定に当っては、落札者の会員識別番号（KSI 官公庁オークションの会員

登録時に自動で発行される固有の番号）を落札者の氏名（名称）とみなす。 

 

12 契約に関する事項 

(1) 契約の締結期限 

落札者は、令和７年１２月１５日（月曜日）午後５時までに契約を締結しなければならない。 

(2) 契約書の作成の要否 

必要 

(3) 契約保証金 

契約保証金は、入札保証金と同額とする。契約締結時に納付されている入札保証金を契約保証金の

全部に充当する。また、契約保証金には、利息を付さない。 

(4) 売却代金 

売却代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金（契約保証金に充当した入札保証金）

を差し引いた額とする。 

(5) 売却代金の残金の納入 

契約の相手方は、令和７年１２月２３日（火曜日）午後２時３０分までに売却代金の残金を、一括

で小郡市の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

また、納付を確認するために領収書の写しを 15.(3)記載の連絡先に持参、ＦＡＸ送信、メール送

信のいずれかの方法で提出し、到着確認の電話連絡をしなければならない。 

 

13 物品の引渡し 

物品の引渡しは次の期間及び場所にて現状で引渡すものとする。 



契約の相手方は、売却代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合「保管依頼書」を提出しなけれ

ばならない。 

所有権移転後に発生した不具合や故障及び発見された傷等については、小郡市は一切の責任を負わ

ないものとする。 

引渡しまでに「市有財産（自動車）移転登録等書類 受領書」を、引渡し時に「市有財産受領書」を

提出すること。 

(1) 引渡期間 契約締結及び売却代金残金納入後６０日以内 

       （納入期限の令和７年１２月２３日（火曜日）納入の場合、令和８年２月２０日（金曜

日）まで） 

時間帯 午前１０時～午後４時 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

(2) 引渡場所 ５．下見会の場所に同じ 

 

14 所有権の移転及び名義変更 

(1) 売払物件の所有権は、落札者が売払代金を完納したときに移転する。 

(2) 売払物件の売買代金完納後の引渡しに要する費用、車検及び所有権移転に要する諸費用及び公租

公課等は、落札者の負担とする。 

(3) 落札された自動車は、一時抹消登録となっているので、引渡し後に落札者において車検及び登録

手続き等を行い、登録が完了後速やかに車検証等の写しを小郡市に提出すること。 

 (4) 自動車を解体した場合については、解体を証明する証明書の写しを提出しなければならない。 

(5) 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人とし、登録手続き等をしないまま保管しない

こと。 

(6) 落札者は、落札物件の移転登録前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することは

できない。 

 

15 その他 

(1) この公告に記載するもののほか、必要な事項については、市ガイドラインに基づくものとする。 

(2) 小郡市は、売払物件の契約不適合責任は負わない。 

(3) 本入札及び契約に関する事務を担当する部局 

名 称  小郡市役所 経営政策部 防災安全課 

所在地  〒８３８－０１９８ 福岡県小郡市小郡２５５番地１ 

電 話  ０９４２－７３－９１０９（直通） 

ＦＡＸ  ０９４２－７３－４４６６ 

電子メールアドレス  shobo@city.ogori.lg.jp 


